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 佐賀県規則第35号 

   佐賀県林業種苗法施行細則の一部を改正する規則 

 佐賀県林業種苗法施行細則（昭和47年佐賀県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 林業種苗法（昭和45年法律第89号。以下「法」という｡）の

規定により知事が行なう事務に関し、他の法令に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、林業種苗法（昭和45年法律第89号。以下「法」

という｡）の施行に関し、林業種苗法施行令（昭和45年政令第194

号。以下「政令」という｡）及び林業種苗法施行規則（昭和45年農

林省令第40号。以下「省令」という｡）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（指定採取源の標識） （指定採取源の標識） 

第２条 省令第３条の標識は、別記様式第１号による。 第２条 知事は、法第５条第１項の指定採取源を指定したときは、

その指定採取源の見やすい場所に様式第１号の標識を設置するも

のとする。 

（生産事業者登録簿） （生産事業者登録簿） 

第３条 政令第２条の生産事業者登録簿は、生産事業者登録簿（別

記様式第２号）による。 

第３条 政令第２条の生産事業者登録簿は、様式第２号によるもの

とする。 

（誓約書）  

第４条 省令第10条第１項第３号の書面の様式は、誓約書（別記様

式第３号）による。 

 

（生産事業者講習会の受講の申込み） （生産事業者講習会の受講の申込み） 

第５条 法第10条第３項第３号イの講習会における講習を受けよう

とする者は、生産事業者講習会受講申込書（別記様式第４号）を

知事に提出しなければならない。 

第４条 法第10条第３項第３号イの講習会を受講しようとする者

は、生産事業者講習会受講申込書（様式第３号）を知事に提出し

なければならない。 

（生産事業者講習修了証明書） （生産事業者講習修了証明書） 

第６条 法第11条第２項の修了証明書の様式は、生産事業者講習修 第５条 法第11条第２項の修了証明書の様式は、様式第４号による
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改正前 改正後 

了証明書（別記様式第５号）による。 ものとする。 

（登録証の返納） （登録証の返納） 

第７条 法第14条第２項又は法第15条第３項の規定により、法第12

条第１項の登録証を返納しようとする者は、生産事業者登録証返

納書（別記様式第６号）に登録証を添えて知事に提出しなければ

ならない。 

第６条 法第14条第２項又は法第15条第３項の規定により、法第12

条第１項の登録証を返納しようとする者は、生産事業者登録証返

納書（様式第５号）に登録証を添えて知事に提出しなければなら

ない。 

（生産事業者表示書及び配布事業者表示書） （生産事業者表示書及び配布事業者表示書） 

第８条 法第18条第１項ただし書の書面の様式は、生産事業者表示

書（別記様式第７号）による。 

第７条 法第18条第１項ただし書の書面の様式は、様式第６号によ

るものとする。 

２ 法第18条第２項ただし書の書面の様式は、配布事業者表示書（別

記様式第８号）による。 

２ 法第18条第２項ただし書の書面の様式は、様式第７号によるも

のとする。 

（指定採取源からの採取に係る種苗の証明の申請） （指定採取源からの採取に係る種苗の証明の申請） 

第９条 省令第23条第１項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる申請書により行なわなければならない。 

第８条 省令第23条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に掲げる申請書により行なわなければならない。 

(1) 種子又は穂木の証明 種子（穂木）証明申請書（別記様式第

９号） 

(1) 種子又は穂木の証明 種子（穂木）証明申請書（様式第８号） 

(2) 幼苗の証明 幼苗証明申請書（別記様式第10号） (2) 幼苗の証明 幼苗証明申請書（様式第９号） 

(3) 幼苗以外の苗木の証明 苗木証明申請書（別記様式第11号） (3) 幼苗以外の苗木の証明 苗木証明申請書（様式第10号） 

（種子を採取すべき時期の指定） （種子を採取すべき時期の指定） 

第10条 略 第９条 略 

（配布の目的をもってする種穂の採取の禁止の標識） （配布の目的をもってする種穂の採取の禁止の標識） 

第11条 省令第28条第３項の標識は、別記様式第12号による。 第10条 知事は、法第23条の規定により種穂の採取を禁止したとき

は、その禁止に係る樹木又はその集団の見やすい場所に様式第11

号の標識を設置するものとする。 

（指定採取源報告書） （指定採取源の所有者等の報告） 

第12条 省令第32条の報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該 第11条 指定採取源の所有者等（法第３条第３項の所有者等をい
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改正前 改正後 

各号に掲げる報告書により行なわなければならない。 う｡）は、当該所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更、当該

所有者等の変更又は指定採取源が滅失し、若しくは著しくき損し

たときは、指定採取源に関する変更等報告書（様式第12号）によ

り行わなければならない。 

(1) 省令第32条第１号に該当する場合 指定採取源所有者等の

氏名等変更報告書（別記様式第13号） 

 

(2) 省令第32条第２号に該当する場合 指定採取源所有者等変

更報告書（別記様式第14号） 

 

(3) 省令第32条第３号に該当する場合 指定採取源滅失（き損）

報告書（別記様式第15号） 

 

（生産事業者及び配布事業者の報告）  

第13条 省令第33条第１項の報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる報告書により行なわなければならない。 

 

(1) 種穂の生産事業者 種穂生産事業者報告書（別記様式第16

号） 

 

(2) 苗木の生産事業者 苗木生産事業者報告書（別記様式第17

号） 

 

２ 省令第33条第２項の報告は、種苗配布事業者報告書（別記様式

第18号）により行なわなければならない。 

 

（書類の経由等） （書類の経由等） 

第14条 法、省令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由し

て農林大臣に提出する書類は、指定採取源の所有者等に係るもの

にあっては当該指定採取源の所在場所を管轄する農林事務所長

を、生産事業者又は配布事業者に係るものにあってはその者の住

所地（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）を管轄する

農林事務所長を経由しなければならない。 

第12条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事又は知事を

経由して農林水産大臣に提出する書類は、指定採取源に係るもの

にあっては、当該指定採取源の所在場所を管轄する農林事務所長

を経由しなければならない。 
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改正前 改正後 

２ 前項の書類の提出部数は、農林大臣に提出する場合にあっては

３部、知事に提出する場合にあっては２部とする。 

２ 前項の書類の提出部数は、農林水産大臣に提出する場合にあっ

ては３部、知事に提出する場合にあっては２部とする。 

様式第１号 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 

様式第２号 様式第２号（第３条関係） 

  略   略 

 略 

氏名および住所

法人にあっては、

その名称、代表者

の氏名および主

たる事務所の所

在地 

 略 

 略 

事業所の名称お

よび所在地 

 略 

生産事業にかか

る種苗の採取ま

たは育成の場所  

 略 

 略 

講習会修了者の

氏名および住所 

 略 

 

 略 

氏名及び住所 

法人にあっては、

その名称、代表者

の氏名及び主た

る事務所の所在

地 

 略 

 略 

事業所の名称及

び所在地 

 略 

生産事業に係る

種苗の採取又は

育成の場所    

 略 

 略 

講習会修了者の

氏名及び住所 

 略 

 

 様式第３号を削る。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 
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改正前 改正後 

様式第４号 様式第３号（第４条関係） 

  略   略 

氏 名      ㊞ 氏 名       

  略   略 

  林業種苗法第10条第３項第３号イの講習会における講習を受け

たいので、下記のとおり申し込みます。 

  林業種苗法第10条第３項第３号イの講習会を受講したいので、

下記のとおり申し込みます。 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

  （注） 略   （注） 略 

 様式第５号及び様式第６号を削り、様式第３号の次に次の２様式を加える。 
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様式第４号（第５条関係） 

 

  第    号 

 

 

生産事業者講習修了証明書 

 

年  月  日 

 

 

佐賀県知事         

 

 

  下記のとおり、林業種苗法第10条第３項第３号イの講習会を受講し、その課程を修了し

たことを証明します。 

 

記 

  

住所 
 

氏名 
 

生年月日 
 

受講年月日 
 

受講場所 
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様式第５号（第６条関係） 

 

生産事業者登録証返納書 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事  様 

 

住所         

 

氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

  林業種苗法第14条第２項又は第15条第３項の規定により、下記のとおり、登録証を返納

します。 

 

記 

  

登録番号 
 

登録年月日 
 

返納の理由 
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次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第７号（その１ 種穂の場合） 様式第６号（第７条関係）（その１ 種穂の場合） 

  略   略 

 略 

指定採取源である

場合はその種別お

よび指定番号 

  

 略 

種穂の銘柄   

  

種子にあってはそ

の発芽率 

 

 略 
 

 略 

指定採取源である

場合はその種別及

び指定番号 

  

 略 

種穂の銘柄   

特定苗木等の別  

種子にあってはそ

の発芽率 

 

 略 
 

様式第７号（その２ 苗木の場合） 様式第６号（第７条関係）（その２ 苗木の場合） 

  略   略 

 略 

苗木にかかる種穂

の採取の場所 

  

指定採取源である

場合はその種別お

よび指定番号 

  

 略 

苗木の規格   

  

規格の検査機関  
 

 略 

苗木に係る種穂の

採取の場所 

  

指定採取源である

場合はその種別及

び指定番号 

  

 略 

苗木の規格   

特定苗木等の別  

規格の検査機関  
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 
 

様式第８号（その１ 種穂の場合） 様式第７号（第７条関係）（その１ 種穂の場合） 

  略   略 

 略 

指定採取源である

場合はその種別お

よび指定番号 

  

 略 

種穂の銘柄   

   

種子にあってはそ

の発芽率 

 

 略 
 

 略 

指定採取源である

場合はその種別及

び指定番号 

  

 略 

種穂の銘柄   

特定苗木等の別   

種子にあってその

発芽率 

 

 略 
 

様式第８号（その２ 苗木の場合） 様式第７号（第７条関係）（その２ 苗木の場合） 

  略   略 

 略 

苗木にかかる種穂

の採取の場所 

  

指定採取源である

場合はその種別お

よび指定番号 

  

 略 

苗木の規格   

  
 

 略 

苗木に係る種穂の

採取の場所 

  

指定採取源である

場合はその種別及

び指定番号 

  

 略 

苗木の規格   

特定苗木等の別   
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改正前 改正後 

規格の検査機関  

 略 
 

規格の検査機関  

 略 
 

 様式第９号から様式第11号までを削り、様式第７号の次に次の３様式を加える。 
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様式第８号（第８条関係） 

 

種子（穂木）証明申請書 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事  様 

 

住所         

 

氏名 

（生産事業者登録番号 第  号） 

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

  次の種子（穂木）について、林業種苗法第20条第２項の証明を受けたいので、林業種苗

法施行規則第23条第１号（第２号）の規定により申請します。 

 

記 

  

採
取
す
る
指
定
採
取
源 

指定番号 
 

所在場所 
 

樹種 
 

採取し証明を受け

る数量 
種子         キログラム（穂木   本） 

採取着手年月日 
 

佐賀県収入印紙はりつけ欄 
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様式第９号（第８条関係） 

 

幼苗証明申請書 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事  様 

 

住所         

 

氏名 

（生産事業者登録番号 第  号） 

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

  次の幼苗について、林業種苗法第20条第２項の証明を受けたいので、林業種苗法施行規

則第23条第３号の規定により申請します。 

 

記 

  

証明種穂の証明年

月日、証明番号及び

証明者職氏名 

 

樹種 
 

指定採取源の種別

及び指定番号 
種別 

 指定

番号 

 

は 種 又 は

さし付け 

場所 
 

数量 
は種        キログラム   

さし付け      本 

は種又はさし付け

予定年月日 

 

佐賀県収入印紙はりつけ欄 
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様式第10号（第８条関係） 

 

苗木証明申請書 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事  様 

 

住所         

 

氏名 

（生産事業者登録番号 第  号） 

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

  次の苗木について、林業種苗法第20条第２項の証明を受けたいので、林業種苗法施行規

則第23条第４号の規定により申請します。 

 

記 

  

証明種穂又は証明

幼苗の証明年月日、

証明番号及び証明

者職氏名 

 

苗木の樹種 
 

指定採取源の種別

及び指定番号 
種別 

 指定

番号 

 

証明種穂の

は種若しく

はさし付け

又は証明幼

苗の床替え 

場所 
 

数量 

は種        キログラム   

さし付け      本 

床替え       本 

証明を受けようと

する苗木の数量 

 

証明種穂のは種若

しくはさし付け又

は証明幼苗の床替

え着手予定年月日 

 

佐賀県収入印紙はりつけ欄 

 

 

 

 



14 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第12号 様式第11号（第10条関係） 

  略   略 

様式第13号から様式第18号までを削り、様式第11号の次に次の１様式を加える。
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様式第12号（第11条関係） 

 

指定採取源に関する変更等報告書 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事  様 

 

住所         

 

氏名 

（生産事業者登録番号 第  号） 

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

  下記のとおり、指定採取源に関し変更等があったので、林業種苗法施行細則第11条の規

定により報告します。 

 

記 

  

指定採取源の種別 
 

指定採取源の指定番

号 
 

指定採取源の指定年

月日 
 

指定採取源の所在地  

変更事項 

変更前 
 

変更後 
 

滅失・き損 
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附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

  


